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認定番号　第 56 号

株式会社長谷川建設

代表者 代表取締役　小山内　一雅

認定期間 令和5年9月1日 ～ 令和7年8月31日

再認定回数 2回

業種 建設業

取組

内容

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する制度について理解を進めるため、事業所内に

て制度概要やハラスメント防止文書等をいつでも閲覧できるように設置することで制度周知を図っている。また、育児短時間勤務の

実施が業務性質上困難な従業員に対しては、フレックスタイム勤務を可能とする代替措置を設けている。さらに水辺サポーターとし

て、子どもたちの通学路にもなっている地域河川・道路の清掃活動を年に数回実施している。

・出生時育児休業（産後パパ育休）が新しく出来て、これからは夫婦で協力しながら、子育てが出来て、心に余裕を

持って子供と向き合え本当に便利だと思います。

・社員ひとりひとりの働き方をサポートしていただき、仕事と育児の両立出来る環境が整っている職場だと思います。

社員の声

従業員数 19人（男性17人／女性2人） 所在地 弘前市大字亀甲町42

弘前市子育て応援企業弘前市子育て応援企業弘前市子育て応援企業


